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　告　示

歳入の徴収の事務の委託（地域・離島課）

歳入の収納の事務の委託（地域・離島課）

家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付（畜産課）

公共測量の実施の通知・２件（農地農村整備課）

公共測量の実施の終了の通知（農地農村整備課）

道路の区域の変更（道路管理課）

土砂災害警戒区域の指定・２件（海岸防災課）

土砂災害特別警戒区域の指定・２件（海岸防災課）

都市計画事業の変更の認可（下水道課）

公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定（建築指導

課）

建築基準法による中間検査に係る特定工程等の指定の一部を改正する告示（建築指導課）

　公　告

建設業者の許可の取消し（技術・建設業課）

特定調達契約に係る落札者の決定（空港課）

宅地建物取引業法による処分を行うための聴聞の実施（建築指導課）

二級建築士試験及び木造建築士試験の実施（建築指導課）

開発行為に関する工事の完了・２件（建築指導課）

開発行為に関する工事の完了（中部土木事務所）

開発行為に関する工事の完了・７件（南部土木事務所）

　教育委員会事項

沖縄県教育庁組織規則等の一部を改正する規則

沖縄県教育委員会職員服務規定等の一部を改正する訓令

沖縄県教育庁事務決裁規定等の一部を改正する訓令

　公安委員会事項

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正する規則

沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の規定による安全対策優良海域

レジャー提供業者の指定

　監査委員事項

包括外部監査人からの監査の結果に基づき講じた措置の通知に係る事項の公表

　人事委員会事項

沖縄県職員採用試験の実施

　正　誤

令和６年 12 月 24 日付け公報定期第 5278 号中訂正
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包括外部監査の結果に基づき、又は 

監査結果を参考として講じた措置に 

  ついて 
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－平成25年度包括外部監査報告に係る分－ 

 

指摘区分 

 

監査結果又は監査意見の内容 

 

監査結果又は監査意見に係る措置 

 

担当部課 

 

 

監査意見 

 

 

 

【県立病院診療費個人負担分未収金】 

 沖縄県診療費個人負担分未収金対策

要綱の一部が実情に合致していない。

人員配置の状況からみて不可能なもの

については、実現可能な内容のものに

改める一方で、延納・分納の申請がな

された場合の対応についてもう少し詳

細に規定するなどして、実情に合った

使いやすいものとする必要があると思

われる。 

 特に前者の点については、同要綱を

行動規範として捉えた場合、そこに規

定されていることをやらないというこ

とは、それだけで、違法な不作為があ

ると指摘されかねないことに留意すべ

きである。そのような観点からする

と、例えば未納者の自宅を訪問するな

どの規定は、削除も検討するか、一定

の場合にのみ訪問するなどとすること

を検討するべきである。 

 また、過年度分の未収金の管理につ

いても、適切かつ無理なく行うことが

できるように、担当する職員が、時効

中断措置を積極的に講じるべき場合と

講じなくてもよい場合を区別できるよ

うな内容の規定を設けることを検討す

るべきである。 

 

 

 令和６年１月１日を施行日として沖縄

県診療費個人負担分未収金対策要綱を改

正し、債権の状況に応じた債権管理が行

えるようになっている。〔措置済〕 

 

病院事業

局経営課 

  

 

 

－令和元年度包括外部監査報告に係る分－ 

 

指摘区分 

 

監査結果又は監査意見の内容 

 

監査結果又は監査意見に係る措置 

 

担当部課 

 

 

監査意見 

 

 

【官民協働の実効性を高める取組につ

いて】 

 沖縄観光推進ロードマップ上の実質

的な進捗管理のため、沖縄県ＰＤＣＡ

と整合性を図り、各施策及び個別事業

に係る成果指標の達成状況も可視化す

べきである。 

  

 

 令和５年３月に策定した沖縄観光推進

ロードマップにおいては、「第６次沖縄

県観光振興基本計画」で提示している施

策の成果指標（ＫＰＩ）に目標値を設定

した。 

 進捗管理に当たっては、沖縄県ＰＤＣ

Ａとも整合を図りながら、沖縄観光推進

ロードマップに基づくＰＤＣＡサイクル

を実施し、成果指標の達成状況を可視化

する。 

 

文化観光

スポーツ

部観光政

策課 
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 令和５年度は前年度（令和４年度）を

対象としたＰＤＣＡを実施し、成果指標

の達成状況や主な取組の進捗の確認、課

題の抽出及び課題解決に向けた改善案を

整理し、その結果を令和６年３月に公表

した。〔措置済〕 

 

 

監査意見 

 

 

【観光産業実態調査事業】 

 県では、これまでも大学等の研究機

関や県の事業委託を受けている事業者

に対しては申請に応じてローデータを

提供している。今後は、自らが認識す

るオープンデータの趣旨に鑑み、利用

方法、個人情報保護の観点、悪用防止

などの対策を講じたうえで、県内大学

やシンクタンク等の各種研究機関及び

民間事業者にローデータの活用を促す

とともに、連携してその分析結果等を

政策・事業の立案に反映するなど、沖

縄県が持つ英知を最大限活用する仕組

みを構築すべきである。 

 

 

 令和５年度沖縄観光デジタル化推進事

業において、おきなわ観光快適Ｎａｖｉ

「おきめぐり」を開設した。おきめぐり

の中では観光関連の統計データの集約・

可視化を行っている。おきめぐりで公表

している各種統計データはオープンデー

タ形式で公表されており、利用者は見た

い年代やカテゴリを選択して表示した

り、グラフをエクセルでダウンロードす

るなど様々な形での活用が可能となって

いる。〔措置済〕 

 

 

文化観光

スポーツ

部観光政

策課 

 

監査意見 

 

 

【外国人観光客実態調査事業】 

 県では、これまでも大学等の研究機

関や県の事業委託を受けている事業者

に対しては申請に応じてローデータを

提供している。今後は、自らが認識す

るオープンデータの趣旨に鑑み、利用

方法、個人情報保護の観点、悪用防止

などの対策を講じたうえで、県内大学

やシンクタンク等の各種研究機関及び

民間事業者にローデータの活用を促す

とともに、連携してその分析結果等を

政策・事業の立案に反映するなど、沖

縄県が持つ英知を最大限活用する仕組

みを構築すべきである。 

 

 

 令和５年度沖縄観光デジタル化推進事

業において、おきなわ観光快適Ｎａｖｉ

「おきめぐり」を開設した。おきめぐり

の中では観光関連の統計データの集約・

可視化を行っている。おきめぐりで公表

している各種統計データはオープンデー

タ形式で公表されており、利用者は見た

い年代やカテゴリを選択して表示した

り、グラフをエクセルでダウンロードす

るなど様々な形での活用が可能となって 

いる。〔措置済〕 

 

文化観光

スポーツ

部観光政

策課 

 

 

監査意見 

 

 

【観光統計実態調査事業】 

 県では、これまでも大学等の研究機

関や県の事業委託を受けている事業者

に対しては申請に応じてローデータを

提供している。今後は、自らが認識す

るオープンデータの趣旨に鑑み、利用

方法、個人情報保護の観点、悪用防止

などの対策を講じたうえで、県内大学

やシンクタンク等の各種研究機関及び

 

令和５年度沖縄観光デジタル化推進事

業において、おきなわ観光快適Ｎａｖｉ

「おきめぐり」を開設した。おきめぐり

の中では観光関連の統計データの集約・

可視化を行っている。おきめぐりで公表

している各種統計データはオーブンデー

タ形式で公表されており、利用者は見た

い年代やカテゴリを選択して表示した

り、グラフをエクセルでダウンロードす

 

文化観光

スポーツ

部観光政

策課 
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民間事業者にローデータの活用を促す

とともに、連携してその分析結果等を

政策・事業の立案に反映するなど、沖

縄県が持つ英知を最大限活用する仕組

みを構築すべきである。 

 

るなど様々な形での活用が可能となって

いる。〔措置済〕 

 

－令和２年度包括外部監査報告に係る分－ 

 

指摘区分 

 

監査結果又は監査意見の内容 

 

監査結果又は監査意見に係る措置 

 

担当部課 

 

 

監査意見 

 

 

 

 

【医業未収金の回収業務について】 

１. 「沖縄県診療費個人負担分未収金

対策要綱」の一部改訂及び徹底 

未収金発生年度の翌年度で70％～80

％を回収し、翌々年度以降は６％以下

となっている回収実績に鑑み、未収金

発生年度の翌年度に回収事務を集中的

に実施するという方針を要綱において

明確化し、かつ、回収担当者が効率的

に対応可能な内容に改訂したうえで、

各回収段階の事務に係る期限を徹底し

粛々と実施されたい。 

(1) 各回収事務の実施期限を明記 

要綱第15条の催告書発送以降の各回

収事務についても実施期限を設定す

る。 

なお、第27条の支払督促の申立てま

では、手数料等のコスト面を考慮して

も病院事業局自身で対応することが合

理的と考えられる。 

(2) 所在不明者の対応手順を明記 

所在不明の未納患者の探索等の対応

手順を設定する。 

(3) 納付指導の連携強化 

未納患者について、督促及び納付指

導に真摯に対応する「支払いの意思

（誠意）」、及び「資力の有無」の判

定項目を策定する。そのうえで、回収

可能性を判定し納付指導が功を奏する

と考えられる未納患者は速やかに納付

指導や各種補助制度窓口へ連携する体

制を構築する。 

(4) 未収金回収の方法 

「各種医療費補助制度の活用」、

「分納・延納」、「法的手続きによる

自主回収（強制執行まで）」、「弁護

士へ回収委託」、「債権回収会社

 

令和６年１月１日を施行日として沖縄

県診療費個人負担分未収金対策要綱を改

正し、各回収事務の実施期限や所在不明

者の対応手順の明記、また納付指導の連

携強化の取組についても明記した。〔措

置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 
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（サービサー）へ債権売却」の５つを

基本的な方法としたうえで、それぞれ

の方法に未収金を振り分ける判断基準

を明記する。 

この判断は、各病院における未収金

対策委員会が担うことになる。 

(5) 弁護士への回収委託と支払督促

（要綱第27条） 

ここ数年の回収事務においては、法

的措置としての支払督促（要綱第27

条）の実施に至ることは皆無であり、

一方で、要綱に取扱いが明記されてい

ない弁護士への回収委託が慣例化しつ

つある。今後も弁護士への回収委託を

継続するならば、当該委託を明確に位

置付けるために要綱を改正し、弁護士

委託による回収の根拠を明確に整備す

べきである。 

もっとも、要綱の改訂に際しては、

診療報酬債権の性質を踏まえたうえ

で、「弁護士への回収委託」と「支払

督促」双方の利点や問題点を比較考量

することが必要である。そのうえで、

複数の手続を選択できるような仕組み

にする場合には、手続選択の際の留意

事項も十分に検討されたい。 

(6) 遅延損害金について 

遅延損害金の徴収は確認されていな

いが、遅延損害金の発生・請求・回収

の取扱いに関しては明確にすべきであ

る。もっとも債権回収の過程で遅延損

害金の免除などの柔軟な対応を行い、

債権回収率を高めることも考えられる

ため、債権回収業務の中で遅延損害金

に対する対応について一定の裁量を付

与することも検討されたい。 

 

 

監査意見 

 

 

 

 

【医業未収金の回収業務について】 

２. 県民や議会に対する説明 

未収金の回収に長期間要すること

や、結果的に債権放棄及び不納欠損処

分に至ることは、経済的な逼迫度合い

が未納患者と同等であっても、医療費

を懸命に支払っている患者との不公平

があることは否めない。そのため、一

定の回収努力の実施及び結果、並びに

未収金解消の顛末を適時・適切に説明

する必要がある。 

 

 令和６年１月１日を施行日として沖縄

県診療費個人負担分未収金対策要綱を改

正し、債権状況に応じた債権管理が行え

るようになっていること及び各県立病院

において未収金対策強化月間を設定し、

未収金の発生防止及び早期回収に向けた

特段の取組を行っている。 

 未収金解消に向けた取組については、

弁護士事務所や民間事業者への委託も併

せて行い、迅速に対応すること及び解消

に向けた適切な助言を受けている。 

 

病院事業

局経営課 
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 そこで、弁護士や金融機関関係者

等、債権回収の専門家から構成される

第三者委員会を設置し、要綱の改訂に

ついて提言を受けるととともに、その

実施状況についても定期的に検証され

たい。 

要綱の改訂に際しては、上記１の各

項目のほか、「一定の回収努力を果た

したと評価されうる回収事務の具体的

な手順」について費用対効果の観点か

ら提言を受けられたい。 

実施状況については、少なくとも年

１回、各病院における未収金対策委員

会や、法的措置検討委員会の実施状況

など、回収事務が要綱に準拠して適切

に実施されているかどうか検証し、改

善提案を受けられたい。 

そして、検証結果は議会に報告され

ることとなる。 

 

 これらの取組を引き続き実施しなが

ら、未収金の発生防止、早期回収を実現

する。〔措置済〕  

 

 

監査意見 

 

【医業未収金の回収業務について】 

５. 未納患者の救済 

上記１で未収金を分類することで、

払いたくても払えない未納患者の実態

を浮き彫りにすることにより、県とし

て取り組むべき重要な課題と認識し

て、救済の制度・枠組みを別途検討さ

れたい。 

 

 

 未収発生理由について、毎月各病院か

ら報告を受けている。現在でも、高額療

養費制度の案内やメディカルソーシャル

ワーカーの相談介入など、安心して医療

を受けられるように患者の負担軽減への

取組を行っている。〔措置済（相違

分）〕 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査指摘 

 

【沖縄県立病院経営計画の実績評価に

ついて】 

１. 実態を正確に開示しているとは言

い難い決算書に基づいて基本目標の達

成状況の評価を実施しているため、評

価そのものが適切かどうかの心証も得

られない状況である。 

 

 

１．包括外部監査結果報告書では、決算

書が実態を正確に開示しているとは言い

難いとし、その具体的な項目として、①

退職給付引当金、②固定資産の評価、③

繰延収益の収益化、④補てん財源に係る

会計処理が挙げられている。 

 ①から④までの会計処理については以

下の項目で個別に指摘を受けており、各

項目における措置方針によることとして

いる。 

① 退職給付引当金 

【済】全般的指摘６．退職給付引当金の

算定方法について（項目No.15、報告書

57頁） 

② 固定資産の評価 

【済】７－（7）－４④ 固定資産明細書

の内容について（項目No.70・71、報告

書115頁） 

 

病院事業

局経営課 

  



6 
 

【済】11－（1） 固定資産の取得及びそ

の財源（繰入金）に係る取扱いについて

（項目No.79、報告書123頁） 

③ 繰延収益の収益化 

【済】７－（5） 繰延収益の収益化につ

いて（項目No.50～54、報告書94頁） 

④ 補てん財源 

【済】７－（6）補てん財源の整理につ

いて（項目No.55・56、報告書97頁）

〔措置済〕 

 

 

監査指摘 

 

 

 

【１－（2）ＢＣＰ計画について】 

１．災害訓練が、災害時対応手順の内

容について網羅的に実施できていない

ため、実際の災害時にＢＣＰ計画やマ

ニュアルに記載されている災害時対応

手順を円滑に運用できないリスクがあ

る。 

 

 令和２年４月にＢＣＰを策定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済み。 

 令和６年１月27日にＢＣＰ計画に基づ

き約50名が参加し、対応手順等のあらた

めて確認しつつ訓練を実施した。今後も

自然災害やパンデミック等の事態を想定

し、診療継続ができるよう計画の点検、

検証、訓練を実施していく。〔措置済〕 

 

 

中部病院 

  

 

 平成30年６月にＢＣＰを策定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済み。 

 令和４年９月27日にＢＣＰ計画に基づ

き、アクションカードをもとに約60名が

対応手順等を確認し防災訓練を実施し

た。自然災害やパンデミック等の事態を

想定し、いかなる時も医療サービスの継

続ができるよう、今後とも計画の点検、

検証、訓練を実施していく。〔措置済〕 

 

 

南部医療

センター

・こども

医療セン

ター 

 

 

 平成28年２月にＢＣＰを改定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済みで

あるが、計画に基づく訓練実施がコロナ

禍により実施できず、計画の点検、検証

及び修正に至っていなかった。 

 令和５年度においては、８月21日に災

害対策推進委員会を開催し、12月末まで

 

宮古病院 
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に災害関連職員を対象としたｅラーニン

グ研修や、災害対応マニュアルの整備等

を行い、令和６年１月末を目処に災害対

応訓練を実施することとした。また、訓

練で明らかになった課題とその対応をＢ

ＣＰへ反映し、災害発生に備えた体制を

整備する。 

 上記の対応を令和６年度以降も同様に

継続し、自然災害やパンデミック等の緊

急事態の発生時に医療サービスの継続が

できるよう備える。〔措置済〕 

 

 

 ＢＣＰについては、平成31年２月に策

定し、ＢＣＰに基づく災害訓練を行った

ところだが、令和２、３年度においては

コロナ禍のため訓練を実施できていな

い。令和４年度については、感染症蔓延

のため、部分訓練として参集訓練のみを

実施した。令和５年度は10月に実施され

る沖縄県総合防災訓練にて全職員を対象

とした、訓練を実施する予定である。 

 いかなる時も医療サービスの継続がで

きるよう訓練を行い、ＢＣＰ計画の点

検、検証、訓練を実施していく。〔措置

済〕 

 

 

八重山病

院 

 

 

 令和３年３月にＢＣＰを策定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済み。 

 令和５年２月に訓練を実施したところ

であり、当該訓練の結果を踏まえ、令和

５年度において計画の点検、検証及び修

正を行った上で、改めて訓練を実施する

予定である。〔措置済〕 

 

 

精和病院 

  

 

監査指摘 

 

 

 

【１－（2）ＢＣＰ計画について】 

２．ＢＣＰ計画やマニュアルでは、年

１回以上の研修や訓練の実施により、

災害対応手順書の点検・検証や、必要

なＢＣＰ計画の修正等の、ＰＤＣＡサ

イクルの実施が謳われているが、現状

の訓練内容だけでは、有効なＰＤＣＡ

サイクルが実施されないリスクがあ

る。 

 

 令和２年４月にＢＣＰを策定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済み。 

 令和６年１月27日にＢＣＰ計画に基づ

き約50名が参加し、対応手順等のあらた

めて確認しつつ訓練を実施した。今後も

自然災害やパンデミック等の事態を想定

 

中部病院 
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し、診療継続ができるよう計画の点検、

検証、訓練を実施していく。〔措置済〕 

 

 

 令和２年４月にＢＣＰを策定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済み。 

 令和６年１月27日にＢＣＰ計画に基づ

き約50名が参加し、対応手順等をあらた

めて確認しつつ訓練を実施した。今後も

自然災害やパンデミック等の事態を想定

し、診療継続ができるよう計画の点検、

検証、訓練を実施していく。〔措置済〕 

 

 

南部医療

センター

・こども

医療セン

ター 

 

 

 平成28年２月にＢＣＰを改定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済みで

あるが、計画に基づく訓練実施がコロナ

禍により実施できず、計画の点検、検証

及び修正に至っていなかった。 

 令和５年度においては、８月21日に災

害対策推進委員会を開催し、12月末まで

に災害関連職員を対象としたｅラーニン

グ研修や、災害対応マニュアルの整備等

を行い、令和６年１月末を目処に災害対

応訓練を実施することとした。また、訓

練で明らかになった課題とその対応をＢ

ＣＰへ反映し、災害発生に備えた体制を

整備する。 

 上記の対応を令和６年度以降も同様に

継続し、自然災害やパンデミック等の緊

急事態の発生時に医療サービスの継続が

できるよう備える。〔措置済〕 

 

 

宮古病院 

  

 

 ＢＣＰについては、平成31年２月に策

定し、ＢＣＰに基づく災害訓練を行った

ところだが、令和２、３年度においては

コロナ禍のため訓練を実施できていな

い。令和４年度については、感染症蔓延

のため、部分訓練として参集訓練のみを

実施した。令和５年度は10月に実施され

る沖縄県総合防災訓練にて全職員を対象

とした、訓練を実施する予定である。 

 

八重山病

院 
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 いかなる時も医療サービスの継続がで

きるよう訓練を行い、ＢＣＰ計画の点

検、検証、訓練を実施していく。〔措置

済〕 

 

 令和３年３月にＢＣＰを策定し、対象

となる災害やそれに応じた被害想定の

上、想定される医療需要を踏まえ、行動

計画等や医療資源やライフライン等の現

状や確保等を網羅した計画を策定済み。 

 令和５年２月に訓練を実施したところ

であり、当該訓練の結果を踏まえ、令和

５年度において計画の点検、検証及び修

正を行った上で、改めて訓練を実施する

予定である。〔措置済〕 

 

 

精和病院 

  

 

監査指摘 

 

 

 

 

 

【１－（3）本庁のＢＣＰ計画につい

て】 

 現状の「沖縄県業務継続計画（本庁

版）」は、災害時等における医療サー

ビスの継続のために本庁が担う役割や

対応手順等が明確にされておらずＢＣ

Ｐ計画として不十分であるため、有事

の際、円滑な対応に支障が出るリスク

がある。 

自然災害やパンデミック等の事態を

想定し、それぞれの事態に応じて整え

るべき医療提供体制について、あらか

じめ可視化し職員が共有しておくこと

が重要である。 

 

 

新興感染症が発生した際の医療提供体

制確保のための優先業務の考え方等を盛

り込んだ「沖縄県病院事業局本庁業務継

続計画（地震・津波対策）（新興感染症

対策）」を令和６年３月に策定し、本庁

職員及び各病院と共有を図っている。

〔措置済〕 

 

病院事業

局総務企

画課   

 

監査意見 

 

 

 

 

 

【６－（3） 外国人に対する未収金に

ついて本庁のＢＣＰ計画について】 

 観光立県を目指す観点からは、外国

人向け医療サービスの提供体制に加え

て、未収金の管理・回収方法について

も、医療機関だけではなく、県として

取り組むべきコロナ後を見据えた重要

な課題と認識して、検討・構築された

い。 

 

 

厚生労働省から訪日外国人受診者によ

る医療費不払い防止となる支援資料の提

供があり、各県立病院へ共有している。

また、各医療機関から厚労省へ訪日外国

人の診療費不払い情報を報告することに

より、当省の不払い情報報告システムへ

登録され、当該不払い者の次回以降の入

国審査が厳格化される仕組みが運用され

ている。 

【参考】 

厚生労働省医政局総務課医療国際展開

推進室 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/0000202921_00012.html

〔措置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 
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監査指摘 

 

 

【７－（4）－３決算における消費税計

算の考え方について】 

 公営企業の場合、消費税の課税期間

は会計年度である（消費税法第19条、

地方公営企業法第19条）。したがっ

て、当該年度の決算に基づいて計算さ

れた消費税額を決算に反映させる必要

がある。 

 

 

 消費税額を確定させるに当たっては、

まず補助金額の確定等により決算額を確

定し、次に特定収入にあたるかどうかに

ついて補助金交付要綱や実績報告に照ら

して使途を確認して決めることから、こ

の一連の作業に相当の時間を要する。こ

のため、特定収入の認定作業結果を当年

度に全て反映させた消費税額を決算額に

反映させることは、現在の当局の決算調

製スケジュールでは難しくなっている。 

 よって、決算調製後（次年度６月以

降）に判明した特定収入の取扱いについ

ては、過年度損益修正損（益）に計上し

て反映させることもやむを得ないと考え

る【項目No.48関係】。 

 なお、特定収入の算定に当たっては、

決算に含まれていない特定収入が参入さ

れることのないよう、特定収入精査後額

と決算額を突合して確認している【項目

No.49関係】。〔措置済（相違分）〕 

 

 

病院事業

局経営課 

  

 

 

監査指摘 

 

 

【７－（4）－３決算における消費税計

算の考え方について】 

 病院事業においては、特定収入に係

る一連の計算は、消費税申告額だけで

なく、控除対象外消費税、長期前払消

費税、長期前受金の圧縮記帳額等、財

務諸表に与える影響が大きい。決算に

含まれていない特定収入を税額計算に

含めることは極めて不適切であり、現

状では決算書の数値の正確性に疑義が

生じていると言わざるを得ない。 

 

 

監査指摘 

 

 

 

 

 

【７－（5）繰延収益の収益化につい

て】 

１. 長期前受金戻入額について、決算

書（収益費用明細書）と固定資産台帳

が一致していない。 

 

 

専門家による助言・指導を受けて、令

和５年度決算調製において、決算書と固

定資産台帳が一致するように整理した。

〔措置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査指摘 

 

 

 

 

 

【７－（5）繰延収益の収益化につい

て】 

２. 「Ｂ方式」の戻入額算定方法が不

適切であるため、減価償却費をどのよ

うな財源で賄ったかを明確にするとい

う制度趣旨に対応できていない。な

お、除却時には本来あるべき適切な繰

入割合を帳簿価額に乗じて戻入益を算

定しているが、通常の減価償却時の処

理と算定方法が異なることになり、

「Ｂ方式」では減価償却費と除却費に

対応する財源割合が不整合となってい

る。 

 

 

専門家による助言・指導を受けて、

「Ｂ方式」による戻入額の算定方法を修

正し、適切な繰入割合を設定した。 

また、修正後の算定方法により、過去

に遡って、適切な戻入額を算定し、令和

５年度決算において、処理を行った。 

今後、令和５年度に作成したマニュア

ルに、財務会計システム、決算開示書類

及び固定資産システムの数値が一致する

ことを、決算時に確認する手順を追加す

る予定である。〔措置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査指摘 

 

 

 

【７－（5）繰延収益の収益化につい

て】 

３. 土地等の非償却資産の取得に充当

 

専門家による助言・指導を受けて、令

和５年度決算調製時に地方公営企業法施

行規則に準拠するよう修正を行った。

 

病院事業

局経営課 
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された企業債の償還元金に対する一般

会計繰入金が、拠るべき地方公営企業

法施行規則第６条第２項第４号に準拠

して処理されていない。 

 

〔措置済〕 

 

 

監査指摘 

 

 

 

 

 

【７－（5）繰延収益の収益化につい

て】 

４. 平成22年度までは、繰入基準に関

係なく、元金償還金の全額に対して繰

入されている（借換え及び固定資産売

却代金での償還分を除く）。平成23年

度からは繰入基準のとおり１/２（一部

１/４、２/３)の割合で繰入されている

が、繰入割合の変更が固定資産の財源

管理に反映されておらず、長期前受金

の受入額と、対応する企業債元金の償

還額の整合を検証することができな

い。 

 

 

専門家による助言・指導を受けて、

「Ｂ方式」による戻入額の算定方法を修

正し、適切な繰入割合を設定した。 

また、修正後の算定方法により、過去

に遡って、適切な戻入額を算定し、令和

５年度決算において、処理を行った。

〔措置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査指摘 

 

 

 

 

 

【７－（5）繰延収益の収益化につい

て】 

５. 消費税計算において、特定収入で

ある長期前受金を充当した資本的支出

に係る控除できなかった仕入税額は、

長期前受金と相殺されている（圧縮記

帳）。しかし、①総勘定元帳を検証し

た結果、令和元年度に受け入れた長期

前受金よりも圧縮記帳額が過大となっ

ている科目がある、②固定資産台帳

上、令和元年度取得資産の財源として

の国庫補助金額（税抜き）の方が資本

的収入の国庫補助金決算額（税込み）

よりも大きい等、総勘定元帳、固定資

産台帳ともに長期前受金の額が適切に

算定されているとは言い難く、長期前

受金戻入額を算定する根拠として適切

ではない。 

 

 

専門家による助言・指導を受けて、令

和５年度の決算調製においては、特定収

入である長期前受金を充当した資本的支

出に係る控除できなかった仕入税額は、

長期前払消費税に計上し、繰り延べ処理

を行っている。また、令和５年度の決算

調製の際に、総勘定元帳及び固定資産台

帳において、長期前受金の額が一致する

よう修正を行った。〔措置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査意見 

 

 

 

 

 

【７－（6）補てん財源の整理につい

て】 

 【現状】の１. 損益勘定留保資金に

ついて、平成22年度決算までは資本的

収支不足額が生じておらず、補てん財

源として使用されていないため、残高

が繰り越されるはずである。しかし、

「内部留保資金年度別状況表」の純損

 

専門家による助言・指導を受けて、令

和５年度の決算調製においては、特定収

入である長期前受金を充当した資本的支

出に係る控除できなかった仕入税額は、

長期前払消費税に計上し、繰り延べ処理

を行っている。また、令和５年度の決算

調製の際に、総勘定元帳及び固定資産台

帳において、長期前受金の額が一致する

 

病院事業

局経営課 
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益欄の額を合計したところ、決算書の

未処理欠損金と一致しなかった。病院

事業局によれば、平成19年度以降３回

にわたり、資本剰余金を取り崩して繰

越欠損金の補てんをする等、剰余金の

変動があったとの回答を得たが、これ

らが「内部留保資金年度別状況表」に

反映されていない。 

２. 補てん財源ではない「他会計から

の長期借入金」や「預り金」、「前払

金」の不明残高を過年度修正損益で処

理した額を補てん財源として加減算し

ている。 

３. 消費税が導入された平成元年度か

ら、消費税関係の内部留保資金である

消費税及び地方消費税資本的収支調整

額が発生していたと考えられるが、平

成23年度からしか算定されていない。 

以上により、補てん財源の管理が適切

に行われているとは言い難く、４条収

支の予算・決算が正確であるとは言い

難い。 

 

よう修正を行った。〔措置済〕 

 

 

監査意見 

 

 

 

 

 

【７－（6）補てん財源の整理につい

て】 

 現状の４. 貸倒引当金繰入額、退職

給付引当金繰入額の全額を補てん財源

の当年度発生額として加算しているこ

とについては、引当金繰入額は現金の

支出を要しない費用であり、補てん財

源として活用する余地があるともいえ

るが、総務省『基本通知（昭和27年自

乙発第245号）』第一章第三節十三(五)

において、「これら引当金について

は、これに見合うものとして企業内部

に留保された資金を、建設改良等の財

源としてみだりに使用することは避け

るべきであり、この意味で、特定預金

等の形態として留保を図ることは適当

であると思われること。」とあること

を踏まえ、慎重に対応されたい。 

 

 

専門家による助言・指導を受けて、内

部留保資金年度別状況表を整理した。 

貸倒引当金繰入額、退職給付引当金繰

入額の全額を補てん財源の当年度発生額

として加算していることについては、総

務省通知を踏まえ、引き続き、他の財源

と区別して管理するとともに、充当の判

断については慎重に対応することとす

る。〔措置済〕 

 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査意見 

 

 

 

 

 

【７－（7）－１③資本的収入全般につ

いて】 

 資本的収支予算の管理は、以下の点

で重要であるにもかかわらず、必要な

補正を議会に諮っていないことは予算

 

一般会計においては、財源に「一般財

源」（税収入）が想定されるため、歳出

予算で不用が見込まれる場合は、税収の

有効活用（公共性・公益性）の観点か

ら、必要な補正を議会に諮るという予算

 

病院事業

局経営課 
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統制の観点から不適切であると言わざ

るを得ない。 

・減額した資本的収入はいずれも建設

改良や企業債の償還等の財源であるた

め、建設改良等の資本的支出の予定

（計画）に変更があれば連動して減額

になる可能性がある。ここで、資本的

支出に係る計画変更は、事前の検討・

協議を要するため、内外の事業環境の

影響を受ける収益的収支予算に比べ予

測可能性は高いと考えられる。 

そして、この計画変更は、予算で定

めた資本的収入額が資本的支出額に不

足する額の補てん額にも影響を及ぼ

す。すなわち、資本的収支予算は現金

収支の予定であるから、資本的収支の

不足額は、内部留保資金等による補て

ん可能額の範囲内に収める必要がある

が、補てん可能額の範囲内に収まらず

に当年度発生予定の利益を充当し、資

金繰りに影響を及ぼす事態を招くおそ

れがある。 

・資本的収入予算は、将来の債務とな

る企業債、税金が原資である補助金・

繰入金等であることから、これを増減

させる手続は客観性を期す必要があ

る。 

また、資本的支出に係る計画変更が

あるにもかかわらず予算の補正をしな

い場合、支出が過大になるおそれもあ

る。 

 資本的収支予算に影響を与える計画

変更は、翌年度繰越に係るもの以外

は、議会に諮り予算を補正するよう検

討されたい。 

 

統制（支出規制）が重視される。 

これに対して、公営企業会計（病院事

業会計）においては、医療サービスを提

供し、その費用は受益者からの対価で賄

われることを旨とするため、予算統制

（支出規制）の観点だけでなく、企業と

しての効率的な経営管理（経済性）も重

視される。 

よって、資本的収支予算についても、

予算統制の観点と効率経営の観点から必

要な補正を議会に諮ることとしている。

〔措置済（相違分）〕 

 

 

監査指摘 

 

 

【７－（7）－１⑦資本的収入額が資本

的支出額に不足する額の補てん方法の

表記について】 

 決算報告書における資本的収支不足

額及び過年度損益勘定留保資金による

補てん額が正確ではなく、実態を開示

していない。 

 

 

 専門家による助言・指導を受けて、内

部留保資金年度別状況表を整理した。 

 また、前年度同意企業債の当年度収入

分がある場合は資本的収支不足額に含ま

ない旨を、決算報告書に記載することと

した。〔措置済〕 

 

病院事業

局経営課 

  

 

監査指摘 

 

 

【７－（7）－４③固定資産明細書の作

成方法について】 

 固定資産明細書を総勘定元帳から作

 

 専門家による指導・助言を受けて、決

算時に、財務会計システムの予算整理簿

及び損勘定元帳と、固定資産管理システ

 

病院事業

局経営課 
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成しているため、当年度の取得額を示

す「当年度増加額」、及び当年度の除

却・売却額を示す「当年度減少額」の

各欄に、勘定科目や金額の修正による

振替額等、実際の増減ではないため本

来控除されるべき金額が含まれてい

る。また、固定資産明細書では建物に

当年度増加額があるが、固定資産台帳

には登録がない等、現状の決算書の表

記は正確であるとは言い難い。 

 

ムの固定資産取得報告書・固定資産除却

報告書等を照合し、両者の一致を確認し

た。〔措置済〕 

 

監査指摘 

 

 

【10－（3）実地棚卸のあり方につい

て】 

 現状の（実地棚卸）方法では、差異

が生じた原因の調査・分析が不十分な

状態で現物が存在しないと判断された

棚卸資産については、全て診療行為に

消費されたものとみなして処理されて

しまう。 

しかし、診療行為に使用されている

とは限らず、不正（横領など）や、保

管・管理体制の不備を要因とする保管

中の破損や紛失等による減少である可

能性を否定できない。 

このような資産流出リスクを防止す

る内部統制が十分に構築されていると

は言い難い。 

 

 

 専門家による指導・助言を受けて、実

地棚卸により差異が生じた場合には、そ

れを診療行為により処理されたものとみ

なさず、資産減耗費と処理することとし

ている。 

 また、沖縄県病院事業局財務会計事務

改善ＰＴ会議において、当該処理方法を

含む貯蔵品に係る事務手続等を記載した

貯蔵品マニュアルを作成した。 

 今後は、当マニュアルに則り適切に実

地棚卸を行うとともに、内部統制の構築

に努める。〔措置済〕 

 

 

北部病院 

  

 

 専門家による指導・助言を受けて、実

地棚卸により差異が生じた場合には、そ

れを診療行為により処理されたものとみ

なさず、資産減耗費と処理することとし

ている。 

 また、沖縄県病院事業局財務会計事務

改善ＰＴ会議において、当該処理方法を

含む貯蔵品に係る事務手続き等を記載し

た貯蔵品マニュアルを作成した。 

 棚卸回数を増やし資産管理体制の強化

を図るとともに、資産管理システムと実

際の在庫数に差が生じている品目は、セ

クションへのヒアリングを行うなど、内

部統制強化も図る。 

 令和４年度以降は、差異が生じている

品目について差異が大きいセクションか

ら順番にヒアリングを実施しているとこ

ろである。〔措置済〕 

 

 

中部病院 

  

 

 専門家による指導・助言を受けて、実

地棚卸により差異が生じた場合には、そ

れを診療行為により処理されたものとみ

 

南部医療

センター

・こども
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なさず、資産減耗費と処理することとし

ている。 

 また、沖縄県病院事業局財務会計事務

改善ＰＴ会議において、当該処理方法を

含む貯蔵品に係る事務手続等を記載した

貯蔵品マニュアルを作成した。 

 令和６年度は毎月１回行っている倉庫

内棚卸を、サイクルカウントで毎日行う

ことで、在庫差異を早い段階で見つけ、

その都度差異が生じた原因を調査・分析

し、不明な在庫差異の減少に務める。 

 差異があった物品については、現場の

看護師や補助員等にヒアリングを行い、

消費した物品の報告やシステム上の処理

漏れがないかを確認している。〔措置

済〕 

 

医療セン

ター 

 

 

 専門家による指導・助言を受けて、実

地棚卸により差異が生じた場合には、そ

れを診療行為により処理されたものとみ

なさず、資産減耗費と処理することとし

ている。 

 また、沖縄県病院事業局財務会計事務

改善ＰＴ会議において、当該処理方法を

含む貯蔵品に係る事務手続等を記載した

貯蔵品マニュアルを作成した  

 診療材料については、令和４年度第４

四半期に院内物流・在庫管理を業者へ委

託したことにより在庫品の預託化（消費

払い方式）を進め、保管・管理体制を整

備し、資産流出リスクを防止する運用体

制を構築した。 

 薬品については、棚卸の回数を増やす

ことで在庫管理の強化に努める。〔措置

済〕 

 

 

八重山病

院 

 

監査指摘 

 

 

 

【11－（6）－２リース取引の会計処理

について】 

 地方公営企業法施行規則、会計指針

及び財務規程によれば、ファイナンス

・リース取引の会計処理は売買処理が

原則であるが、現状は賃貸借処理に

なっており地方公営企業法施行規則等

に準拠していない。 

 

 

 令和５年度に専門家による指導・助言

を受けて、リース取引判定フローの見直

しを行い、リース料総額が300万円以下

の場合は重要性が低いものとして賃貸借

処理（オペレーティング・リース）とす

る取扱いとしている。 

 上記により、指摘のあった「給食管理

システム」及び「細菌検査システム」に

ついて、令和６年度も１年間の賃貸借処

理を行っている。〔措置済〕 

 

 

八重山病

院 
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監査指摘 

 

 

 

【11－（7）固定資産残高について】 

 固定資産の取得に関して、「沖縄県

病院事業局固定資産管理規程」は以下

のとおり定めている。 

第10条（取得の報告） 

  所属長は、固定資産を取得したとき

は、振替伝票を発行し、固定資産台帳

へ搭載（ママ）するとともに、遅滞な

く次に掲げる書類のうち必要なものを

添付して、局長に報告しなければなら

ない。（以下省略） 

 しかし、現状、固定資産の新規取得

及び除却・売却について、固定資産台

帳（固定資産管理システム）への登録

（登載）が、会計処理と同時に実施さ

れる体制が構築されているとは言い難

く、そのため決算書の数値の正確性に

も疑義が生じている。 

また、減価償却費は決算時に計上し

ているが、減価償却計算の前提となる

取得価額の正確性に疑義があるため、

減価償却費の正確性にも疑義が生ず

る。 

 

  

財務会計システムと固定資産台帳につい

ては、令和２年度決算にて数字の一致を

確認済である。マニュアルを作成し、沖

縄県病院事業局固定資産管理規程等に基

づき、適正な事務処理に努めている。

〔措置済〕 

 

北部病院 

  

 

 これまで遅滞なく必要書類を添付して

局長に報告という手続ができていなかっ

たが、令和５年度に作成した固定資産マ

ニュアルに基づき、令和６年度からは四

半期に一度、固定資産の取得状況を取り

まとめて、局長へ報告している。〔措置

済〕 

 

 

中部病院 

  

 

 固定資産取得の支払伝票処理に際し、

固定資産台帳への登録が分かる資料を添

付する。また、マニュアルを作成し、定

期的に台帳と総勘定元帳の照合作業を行

う。〔措置済〕 

 

南部医療

センター

・こども

医療セン

ター 

 

 

 器械備品、器械備品減価償却累計額及

び車両については、令和３年度決算作業

時に処理を行い、固定資産台帳と残高試

算表の金額を一致させた。 

 今回の指摘を踏まえ、固定資産の取得

及び除却・売却に係る会計処理を実施す

る際並びに決算整理時において、帳票間

の金額に齟齬が生じていないか確認し、

誤処理が防止される体制を構築してお

り、今後も沖縄県病院事業局固定資産管

理規程等に基づく適正な事務処理に努め

る。〔措置済〕 

 

 

宮古病院 

  

 

 減価償却累計額の不一致については、

令和２年度に下記の修正仕訳を行い、修

正済み。 

（借方）過年度損益修正損 1,206,000

円 /（貸方）器械備品減価償却累計額 

1,206,000円〔措置済〕 

 

 

八重山病

院 

 

 令和３年度の固定資産の取得時から、

固定資産台帳への登録を会計処理と同時

 

精和病院 
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に実施するよう改めた。〔措置済〕 

 

 

 

監査指摘 

 

 

【11－（9）減価償却不足について】 

 本来、減価償却を開始すべき年度か

ら減価償却を実施しないのは、以下の

点で不合理である。（指摘） 

イ) 「沖縄県病院事業局財務規程」第

111条並びに「地方公営企業法」第20条

に定める発生主義に準拠していないた

め、適正な期間損益計算に疑義が生ず

る。 

第二十条 

  地方公営企業においては、その経営

成績を明らかにするため、すべての費

用及び収益を、その発生の事実に基い

て計上し、かつ、その発生した年度に

正しく割り当てなければならない。 

ロ) 長期前受金（繰延収益）の収益化

処理の意義が没却される。 

ハ) 病院事業局として今後、原価計算

の精度を上げる方針であるにもかかわ

らず、原価を構成する減価償却費の計

上漏れのリスクがある。 

 

 

 令和５年度決算整理において費用計上

を行い、償却不足額を解消する処理を

行った。 

 今後は固定資産取得時の台帳登録にあ

たり、適切に情報登録を行うよう留意

し、適正な期間損益計算及び財政状態の

適正な表示が確保されるよう努める。

〔措置済〕 

 

宮古病院 

  

 

監査指摘 

 

 

【12－（2）特命随意契約について（医

業未収金回収業務委託）】 

 本件委託先が「契約を履行できる者

が特定されるなど、真にやむを得ない

特別な事情がある場合」に該当するこ

との客観的な論拠が不足しているた

め、契約事務が「沖縄県随意契約ガイ

ドライン」にしたがって行われている

とは言い難い。 

特命随意契約の形を取ったことによ

り、価格競争の可能性を消失させたの

みならず、他の法律事務所からより効

果的な提案を受ける機会を逸した可能

性も否定できない。 

 

 

 今回の指摘も踏まえて、「医業未収金

の回収業務委託契約」については、特命

随意契約から一般競争入札と、契約方法

の見直しを行った。〔措置済〕 

 

病院事業

局経営課 

  

 

－令和３年度包括外部監査報告に係る分－ 

 

指摘区分 

 

監査結果又は監査意見の内容 

 

監査結果又は監査意見に係る措置 

 

担当部課 

 

 

監査意見 

 

 

【１ 指定管理者制度の導入】 

 ＰＦＩ事業としての運営・維持管理

 

 内閣府が示す指定管理者制度とＰＦＩ

事業を併用する場合の注意点及び他県に

 

総務部行

政管理課 
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事業と指定管理者制度とを併用する場

合の注意点については、「公の施設の

指定管理者制度に関する運用方針」へ

記載するか、別途マニュアル等を策定

されたい。 

 

おける運用方針への記載状況（５/43 

12%）を踏まえ、今年度中に当内容につ

いての記載を含めたうえで９月中に運用

方針の改正を行った。〔措置済〕 

  

 

監査意見 

 

 

【１ 指定管理者制度の導入】 

 直営施設への指定管理者制度導入の

再検討にあたっての判断基準を「公の

施設の指定管理者制度に関する運用方

針」ないし別途マニュアル等に明記さ

れたい。 

 

 

 直営等施設への指定管理者制度導入に

ついては、運用方針第２－１①～⑦が判

断基準になるものと考えている。同基準

により定期的な再検討を行うこととする

旨を運用方針へ明記したうえで９月中に

改正を行った。〔措置済〕 

 

 

総務部行

政管理課 

  

 

－令和４年度包括外部監査報告に係る分－ 

 

指摘区分 

 

監査結果又は監査意見の内容 

 

監査結果又は監査意見に係る措置 

 

担当部課 

 

 

監査指摘 

 

 

【１ 総論】 

 国から発出された通知、指針の内容

を検討した上で、「公社等外郭団体の

財政支援等に関する指針」を実情に合

わせて改定すべきである。 

 

 

 公社等外郭団体の財政支援等に関する

指針について、実情に合わせて改定すべ

きとの指摘を踏まえて、令和６年３月に

従来の指針を国の通知等に合わせて改定

し、公社等外郭団体の効率化・経営健全

化に適切に取り組むよう関係各部に通知

した。〔措置済〕 

 

 

総務部財

政課 

 

監査指摘 

 

【令和３年度 沖縄観光国際化ビッグ

バン事業】 

 再委託を行おうとする場合には、契

約書の定めに従い、必ず10日前までに

再委託承認申請書を提出するよう指導

すべきである。 

 

 沖縄県から例年、再委託申請書の提出

を10日前に行うよう指導している。しか

しながら、４月１日での再委託が必要に

なる案件もあることから、再委託承認申

請書の提出については、契約書への記載

の仕方を修正した。〔措置済〕 

 

文化観光

スポーツ

部観光振

興課 

 

監査意見 

 

【令和３年度 沖縄観光国際化ビッグ

バン事業】 

 契約締結日、契約の相手方からの書

類の提出日、県の承認日がいずれも同

一日付けというのは、不自然であり、

県は提出書類について適正に審査する

よう徹底されたい。 

 

 沖縄県から例年、再委託申請書の提出

を10日前に行うよう指導している。しか

しながら、４月１日での再委託が必要に

なる案件もあることから、再委託承認申

請書の提出については、契約書への記載

の仕方を修正した。〔措置済〕 

 

 

 

文化観光

スポーツ

部観光振

興課 

 

監査指摘 

 

【令和３年度 沖縄観光国際化ビッグ

バン事業】 

 

 沖縄県から例年、再委託申請書の提出

を10日前に行うよう指導している。しか

 

文化観光

スポーツ
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 再委託を行おうとする場合には、契

約書の定めに従い、必ず10日前までに

再委託承認申請書を提出するよう指導

すべきである。 

 

しながら、４月１日での再委託が必要に

なる案件もあることから、再委託承認申

請書の提出については、契約書への記載

の仕方を修正した。〔措置済〕 

 

部観光振

興課 

 

監査指摘 

 

【令和３年度 沖縄観光国際化ビッグ

バン事業】 

 100万円を超える業務委託契約を締結

する場合には、原則として、一般競争

入札によるべきである。 

 

 

令和６年４月１日以降の契約から同様

の条件で100万円を超える運送又は保管

業務契約を締結する場合は、一般競争入

札を適用している。〔措置済〕 

 

文化観光

スポーツ

部観光振

興課 

 

監査指摘 

 

【令和３年度 沖縄観光国際化ビッグ

バン事業】 

 再委託を行おうとする場合には、契

約書の定めに従い、必ず10日前までに

再委託承認申請書を提出するよう指導

すべきである。 

 

 

沖縄県から例年、再委託申請書の提出

を10日前に行うよう指導している。しか

しながら、４月１日での再委託が必要に

なる案件もあることから、再委託承認申

請書の提出については、契約書への記載

の仕方を修正した。〔措置済〕 

 

文化観光

スポーツ

部観光振

興課 

 

監査指摘 

 

【令和３年度 スポーツツーリズム戦

略推進事業】 

 再委託承認申請書における「再委託

の適格性」について、適正に審査すべ

きである。 

 

現状としては、申請者（ＯＣＶＢ）及

び承認者（県）での手続におけるチェッ

クを徹底することで、適正な審査を行っ

ている。当該指摘に対する検討状況とし

ては、その要因が、当時の両団体担当者

の事務不備によるところが大きいため、

今後は、担当者に対して注意を行い、基

本的な事務を徹底することにより、防げ

るものと認識している。〔措置済〕 

 

文化観光

スポーツ

部スポー

ツ振興課 

 

 

監査意見 

 

 

 

【４ 沖縄県環境整備センター株式会

社】 

 県は、不十分な経営計画に対し、安

易な財政支援を行うことのないよう、

十分に留意されたい。 

 

 

 沖縄県環境整備センター株式会社（以

下「環境整備センター」という。）から

財政支援の要望があった場合は、資金繰

り表等の関係書類確認やヒアリング実施

により、経営計画及び経営状況を精査し

た上で、財政支援の必要性を判断してい

くこととした。〔措置済〕 

 

 

環境部環

境整備課 

  

 

監査指摘 

 

 

 

【４ 沖縄県環境整備センター株式会

社】 

 「公社等の指導監督要領」「10」

「15」に基づき、中長期計画につい

て、実情に沿った内容にて随時更新の

上、県民に対し、積極的に情報公開す

るよう指導すべきである。 

 

 

 環境整備センターに対し、中長期計画

を更新し、ホームページで公開するよう

令和５年８月に指導した。 

  環境整備センターは、更新した中長期

計画を令和６年３月にホームページで公

開した。〔措置済〕 

 

 

環境部環

境整備課 
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監査意見 

 

 

 

 

【４ 沖縄県環境整備センター株式会

社】 

 被覆施設の移設に伴う資金調達につ

いて、県は、不十分な経営計画に対

し、安易な財政支援を行うことのない

よう、十分に留意されたい。 

 

 

 被覆施設の次回の移設に際し、環境整

備センターから資金調達について財政支

援の要望があった場合は、中長期計画等

から経営計画及び経営状況を精査した上

で、財政支援の必要性を判断していくこ

ととした。〔措置済〕 

 

環境部環

境整備課 

  

 

監査意見 

 

 

 

【４ 沖縄県環境整備センター株式会

社】 

 被覆施設移設のための休止期間にお

ける売上減少等について、単なる費用

試算にとどまらず、顧客獲得（顧客離

れ）等の要因も検討した上で、十分な

収支計画がなされているか、環境整備

センター側と協議されたい。 

 

 

 環境整備センターは、県と協議した上

で、収支改善を図るため受入単価を見直

し、収支計画を含む中長期計画を策定し

た。今後も、県は、環境整備センターの

収支改善策等について定期的に報告を求

めた上で、十分な協議を行っていく。  

 なお、被覆施設移設後に事業を再開し

た令和６年３月から同年６月までの収益

は計画額を上回っており、顧客離れの影

響は見受けられない。〔措置済〕 

 

 

環境部環

境整備課 

  

 

監査意見 

 

 

 

【５ 那覇空港ビルディング株式会

社】 

 那覇空港ビルディングは、ジェイ

シーシーとの契約締結にあたり、契約

締結時までに契約書を作成できなかっ

た理由を精査するとともに、店舗内資

産の無償譲渡を受ける際の契約書ひな

形の作成等無償譲渡を受ける際のマニ

ュアルを作成することを検討された

い。 

 

 当社への資産無償譲渡については、通

常の旅客ターミナルビル賃貸において稀

なケースであるが、発生する場合には、

別紙雛形のとおり「資産譲渡契約書」を

締結し、弁護士・会計士・税理士に相談

の上、適宜対応するものとする。〔措置

済〕 

 

企画部交

通政策課 

  

 

監査意見 

 

 

 

【６ 沖縄都市モノレール株式会社】 

 県は、モノレール社の抜本的な経営

健全化に向けて、より積極的な経営改

革を図る必要があり、そのために、モ

ノレール事業による営業収益をさらに

増加させる方策を積極的に講じる必要

性が高いことを、改めて留意された

い。 

 

 

 令和５年11月におもろまち駅内にコン

ビニを設置する等、同社と協力し営業収

益の増加に繋がる取組を実施している。 

 今後は、公認会計士など専門家の助言

を仰ぎながら、県の意見としてモノレー

ル社に提案していくほか、検討委員会に

おいて、関係機関で現状と課題を共有

し、営業収益増につながる取組を連携し

実行する。〔措置済〕 

 

 

土木建築

部都市計

画・モノ

レール課 

  

 

監査意見 

 

 

【６ 沖縄都市モノレール株式会社】 

 社外取締役の選任が適切であったか

を検証した上で、今後の社外取締役の

選任方法を検討されたい。 

 

 

 県はモノレール社の最大の出資者であ

り、モノレール事業は県の重要な施策で

あることから、平成15年の開業以降、副

知事が取締役に就任している。 

 新沖縄２１世紀ビジョンで描く、持続

可能な発展とシームレスな交通体系を整

 

土木建築

部都市計

画・モノ

レール課 
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備するためには、県の施策をモノレール

事業に確実に反映させる必要があること

から、今後も取締役として副知事が就任

する必要がある。 

 また、同社取締役会規定により、取締

役会は３か月に１回以上開催すると定め

られている。同社からの日程調整の際に

は、副知事が出席可能な日を提示してい

る。〔措置済〕 

 

 

－令和５年度包括外部監査報告に係る分－ 

 

指摘区分 

 

監査結果又は監査意見の内容 

 

監査結果又は監査意見に係る措置 

 

担当部課 

 

 

監査指摘 

 

 

【１ 中央卸売市場事業特別会計】 

 独立採算制の確保について、今後

も、国からの補助金や一般会計からの

繰入金として県税が投入され続けるよ

うであれば、中央卸売市場事業として

の見直し、縮小を考える必要がある。 

 

 

 当市場は県民へ生鮮食料品等を安定供

給する社会インフラとしての拠点機能を

有し、市場会計は卸、仲卸等の受益者負

担を基本とした歳入で運営されている。

特に、近年は食の安全安心や多様な食生

活の定着から市場機能（保管、衛生等）

の向上や物流の効率化が求められてお

り、当市場でも老朽化する施設を踏ま

え、修繕や設備投資を計画的に進める必

要がある。 

 このため、市場会計においては、補助

金や特別交付税などの活用は重要と認識

しており、引き続き適切な市場運営を図

るためにも安定的な予算の確保に努めて

いく。〔措置済（相違分）〕 

 

 

農林水産

部流通・

加工推進

課 

 

監査意見 

 

 

【１ 中央卸売市場事業特別会計】 

 違約金の調定について、債権管理標

準マニュアルに基づき適切に処理する

必要がある。 

 

 現在調定を要する違約金等はないが、

今後発生した場合は、債権管理標準マニ

ュアルに基づき適切に対応する。〔措置

済〕 

 

 

農林水産

部流通・

加工推進

課 

 

監査指摘 

 

 

【３ 国際物流拠点産業集積地域那覇

地区特別会計】 

 令和４年度の指定管理者からの「事

業収支状況（指定管理者使用実績）

（令和４年４月１日～令和５年３月３

１日）」において、指定管理者の会社

内部間の取引が確認された。たとえ、

会社内部間の取引であったとしても、

当該取引金額ではなく、実績値を算出

し事業収支にて報告すべきである。ま

 

 指摘を踏まえて、事実確認のために指

定管理者へのヒアリングを重ね、明確な

紐づけが困難な費用については、合理的

な按分基準等を用いて、令和４年度の実

績を算出し、指定管理者から県に報告さ

せた。〔措置済〕 

 

商工労働

部企業立

地推進課 
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た、明確な紐づけが困難な費用につい

ては、合理的な按分基準等に基づい

て、実績を算出する必要がある。 

 

 

監査意見 

 

 

【３ 国際物流拠点産業集積地域那覇

地区特別会計】 

 指定管理会社内部間の取引の取扱い

について、恣意性が介入し、実績が過

大になる恐れがあるため、明確な規程

やルール等の整備を行う必要がある。 

 

 

 意見を踏まえ、関係課と調整を重ねた

ところ、指定管理会社内部間の取引の取

り扱いについては、令和５年７月11日付

総財第199号「再委託の適正化について

（通知）」に基づき、取り扱うことと

なった。〔措置済〕 

 

商工労働

部企業立

地推進課 

  

 

監査意見 

 

 

【３ 国際物流拠点産業集積地域那覇

地区特別会計】 

 未収金の回収管理について、引き続

き債権消滅に向けた必要な調査、庁内

関係課や弁護士等との情報共有を図

り、滞留債権の不納欠損処理を進める

必要がある。 

 

 

 令和５年度の所在調査によって所在が

判明した債務者に対する訪問調査等を

行ったうえで、一部の滞留債権について

は、時効援用により不納欠損処理を行っ

た。 

 また、その他滞留債権については、庁

内関係課及び弁護士等と調整を行い、少

額債権に係る不納欠損処理方針を定め

た。〔措置済〕 

 

 

商工労働

部企業立

地推進課 

  

 

監査意見 

 

 

【４ 駐車場事業特別会計】 

 特別会計の繰越金については、「概

算要求基準」中に「過去の決算状況や

事業規模に応じ、適正な歳出を見積

もった上で、活用が見込まれない繰越

金を一般会計に繰出すこと」とある

が、その判断の基準等は確認できな

かった。特別会計の繰越金（余剰金）

の効率的かつ効果的な資金を運用する

ために、取扱いの規程・ルール等を明

確にすることが必要である。 

 

 

 包括外部監査時に、「県民広場地下駐

車場は供用開始後25年余経過し、長寿命

化のための計画的改修に毎年多額の経費

を要すること」、「指摘され繰越金歳計

剰余金の発生理由は入札不調等の一時的

なもので、計画的改修は今後も実施する

こと」等を説明しており、一律の数字的

基準設定よりも、財政当局とのヒアリン

グにより今後の資金需要を踏まえて行う

現行の方針が現状に即しており適切と考

える。〔措置済（相違分）〕 

 

土木建築

部道路管

理課 

    

 

監査意見 

 

 

【４ 駐車場事業特別会計】 

 資本的支出の判断判定について、総

務省が例示されたルール等に従ってよ

り慎重に判定していただきたい。 

 

 

 指摘を踏まえ、総務省が例示したルー

ル等に基づき、資本的支出に該当性する

かどうか慎重に判定することとした。

〔措置済〕 

 

土木建築

部道路管

理課 

 

 

監査意見 

 

 

【４ 駐車場事業特別会計】 

 固定資産台帳の整備について、適正

な財務諸表作成のため、適切な固定資

産台帳の整備・管理が望まれる。 

 

 

 指摘された令和３年度の照明設備の改

修工事（蛍光灯→ＬＥＤ）は、固定資産

台帳登載の時期（毎年９月）に合わせて

登載することとしている。（管財課に確

認済み）〔措置済〕 

 

 

土木建築

部道路管

理課 
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監査意見 

  

 

【４ 駐車場事業特別会計】 

 指定管理者からの「剰余納付金」収

入について、消費税区分が誤ってお

り、過去に遡って修正申告が行われて

いた。今後は、再発防止のため、県庁

内での横断的な情報共有化が望まれ

る。 

 

 

 消費税及び地方消費税の申告に際して

は、国税事務所にも相談して適正に申

告、納付している。部内においては情報

交換を行っている。〔措置済〕 

 

土木建築

部道路管

理課 

 

 

監査指摘 

 

 

【５ 宜野湾港整備事業特別会計】 

 令和４年度の決算で合計544千円のマ

イナスとなっていることを見落とした

ことで、決算が赤字状態となり、地方

自治法の規定に反していることとなっ

ている。「再発防止策」に沿って、内

部統制の整備状況について早急に改善

を図る必要がある。かつ、今回整備さ

れた内部統制が有効に機能しているか

の検証も併せて実施する必要がある。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、チェック体制の強

化を図っている。 

 また、ＥＵＣだけではなく、財務会計

システムから出力した電算帳票によるチ

ェックも行い、確認作業の適正化を図っ

ている。 

 以上の改善策に基づく内部統制を整備

した結果、令和５年度決算の処理は適正

に行われ、改善策は有効に機能してい

る。〔措置済〕 

 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査指摘 

 

 

【５ 宜野湾港整備事業特別会計】 

 外部監査への協力体制について、今

回、資料依頼から資料の提出までの期

間が非常に長く、監査作業に大幅な支

障が生じた。県の担当者は、一人で４

つの特別会計を担当しており、県の担

当者のレスポンスが遅くなったのは担

当者のみの責任ではなく、過重負担を

強いている組織に問題があると考えら

れる。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者の３人で

業務共有する体制を構築しており、担当

者の業務量の標準化を図っている。〔措

置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【５ 宜野湾港整備事業特別会計】 

 一般会計から当特別会計への繰入金

を確定させるため、財務会計システム

（ＥＵＣ）の数値から当該Ｅｘｃｅｌ

表へ転記して管理している。担当者間

の引継ぎ漏れが生じないように引継書

の作成及び当該Ｅｘｃｅｌデータでミ

スが生じないように、表の作成方法を

工夫する必要がある。また、管理者の

チェック体制についても、何をチェッ

クするのか具体的にチェック項目につ

いても明確にする必要がある。 

 

 

現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、チェック体制の強

化を図っている。 

また、ＥＵＣだけではなく、財務会計

システムから出力した電算帳票によるチ

ェックも行い、確認作業の適正化を図っ

ている。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 
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監査意見 

 

 

【５ 宜野湾港整備事業特別会計】 

 当特別会計においては、一人の担当

者が当特別会計を含む４特別会計の収

支管理を担当されていた。業務量が一

人に過重負担となっていないか等、適

時適切な人員配置及び内部統制の適切

な整備運用に努めていただきたい。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、担当者の業務量の

標準化、チェック体制の強化を図ってい

る。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査指摘 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 令和４年度の決算で合計645千円のマ

イナスとなっていることを見落とした

ことで、決算が赤字状態となり、地方

自治法の規定に反していることとなっ

ている。「再発防止策」に沿って、内

部統制の整備状況について早急に改善

を図る必要がある。かつ、今回整備さ

れた内部統制が有効に機能しているか

の検証も併せて実施する必要がある。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、チェック体制の強

化を図っている。 

 また、ＥＵＣだけではなく、財務会計

システムから出力した電算帳票によるチ

ェックも行い、確認作業の適正化を図っ

ている。 

 以上の改善策に基づく内部統制を整備

した結果、令和５年度決算の処理は適正

に行われ、改善策は有効に機能してい

る。〔措置済〕 

 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査指摘 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 外部監査への協力体制について、今

回、資料依頼から資料の提出までの期

間が非常に長く、監査作業に大幅な支

障が生じた。県の担当者は、一人で４

つの特別会計を担当しており、県の担

当者のレスポンスが遅くなったのは担

当者のみの責任ではなく、過重負担を

強いている組織に問題があると考えら

れる。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者の３人で

業務共有する体制を構築しており、担当

者の業務量の標準化を図っている。〔措

置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 一般会計から当特別会計への繰入金

を確定させるため、財務会計システム

（ＥＵＣ）の数値から当該Ｅｘｃｅｌ

表へ転記して管理している。「一般会

計からの繰入金」を算出される際に漏

れがあると、今後も赤字決算を招く恐

れがあるため、十分注意していただき

たい。またチェックする方も、担当者

が作成された内容を鵜呑みにするので

はなく、猜疑心を保持してチェックす

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、チェック体制の強

化を図っている。 

 また、ＥＵＣだけではなく、財務会計

システムから出力した電算帳票によるチ

ェックも行い、確認作業の適正化を図っ

ている。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 
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る必要がある。 

 

 

監査意見 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 当特別会計においては、一人の担当

者が当特別会計を含む４特別会計の収

支管理を担当されていた。業務量が一

人に過重負担となっていないか等、適

時適切な人員配置及び内部統制の適切

な整備運用に努めていただきたい。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、担当者の業務量の

標準化、チェック体制の強化を図ってい

る。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査指摘 

 

 

【７ 中城湾港マリン・タウン特別会

計】 

 外部監査への協力体制について、今

回、資料依頼から資料の提出までの期

間が非常に長く、監査作業に大幅な支

障が生じた。県の担当者は、一人で４

つの特別会計を担当しており、県の担

当者のレスポンスが遅くなったのは担

当者のみの責任ではなく、過重負担を

強いている組織に問題があると考えら

れる。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、担当者の業務量の

標準化、チェック体制の強化を図ってい

る。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【７ 中城湾港マリン・タウン特別会

計】 

 当特別会計においては、一人の担当

者が当特別会計を含む４特別会計の収

支管理を担当されていた。業務量が一

人に過重負担となっていないか等、適

時適切な人員配置及び内部統制の適切

な整備運用に努めていただきたい。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、担当者の業務量の

標準化、チェック体制の強化を図ってい

る。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【11 沿岸漁業改善資金特別会計】 

 収入額や預金保有額を証明する資料

は、債務者個人の重要な情報であるた

め、情報漏洩や紛失を防ぎ適切に保管

する必要があるため、留意されたい。 

 

 

 債権の管理は、借用証書綴り（沿岸漁

業改善資金借用証書、保証承諾書、印鑑

登録証明書）により実施しているが、情

報漏洩や紛失等を防ぐため、個別のキャ

ビネットで一括管理するように改善し

た。 

なお、その他、債務者の情報を含む貸

付関連資料に関しては、沖縄県文書編集

保存規程に基づき保存期間を10年と設定

して管理し、保存期間満了後は、必要に

応じて保存期間を延長するか、適切に処

分することとしている。〔措置済〕 

 

 

農林水産

部水産課 
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監査指摘 

 

 

【12 産業振興基金特別会計】 

 公金を財源とする補助金交付には公

平性が求められるべきであるが、県か

らの出資の有無という要件のみで、補

助率を変えるのは公平性を確保できて

いるとは言い難い。 

 

 

 県出資法人の中には収益事業を実施す

る株式会社等もあることから、包括外部

監査の指摘も踏まえて、公益目的の事業

に取り組む公益法人等で、県が出資して

いるものについてのみ10/10の補助率と

するよう、令和６年３月29日に沖縄県産

業振興基金事業補助金交付規程の一部を

改正した。〔措置済〕 

 

 

商工労働

部産業政

策課 

 

監査意見 

 

 

【14 中城湾港（泡瀬地区）臨海部土

地造成事業特別会計】 

 一人の担当者が当特別会計を含む４

特別会計の収支管理を担当されてい

た。業務量が一人に過重負担となって

いないか等、適時適切な人員配置及び

内部統制の適切な整備運用に努めてい

ただきたい。 

 

 

 現在は、チェックリストに基づき、担

当者、精査担当者、総括担当者によるダ

ブルチェックを行い、担当者の業務量の

標準化、チェック体制の強化を図ってい

る。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【18 公債管理特別会計】 

 効率的な資金運用の観点及び各所管

の共有認識を高めるためにもルールの

整備が望ましい。 

 

 

 繰上償還については、その時々の県全

体の財政状況を踏まえて判断することが

重要であるため、一律にルール整備を行

うことは実情にそぐわないものと考える

ため、適宜判断していきたい。〔措置済

（相違分）〕 

 

 

総務部財

政課 

 

監査意見 

 

 

【19 国民健康保険事業特別会計】 

 国保の財政運営の責任主体を担って

いる県としては、各市町村への保険料

の適正な設定（標準保険料率）、保険

料の収納率の向上等の指導・助言を行

うとともに、併せて国に対して財政支

援要請を行うなど国民健康保険事業が

将来にわたって安定的に事業継続して

いくため、引き続き財政の安定的な運

営に努めていただきたい。 

 

 

 「各市町村への保険料の適正な設定」

については、毎年、「市町村国保の赤字

解消の取組」について、市町村と協議を

行うとともに、赤字解消計画策定市町村

に対しては、個別にヒアリングを実施

し、助言を行っているところである。 

 また、本県市町村国保の財政が厳しい

ことについては、前期高齢者の加入割合

に重点を置いて算定される前期高齢者交

付金が少ないこと、低所得者や負担能力

のない、子どもの加入割合が高いこと

等、本県の特殊事情が主な要因となり、

赤字を抱えている。 

 そのため、県としては、これまで市町

村等と連携し、国に対して、財政支援を

求めたところであり、財政運営の責任主

体として、引き続き、安定的な運営が図

られるよう努めていく。〔措置済〕 

 

 

 

保健医療

介護部国

民健康保

険課 
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監査意見 

 

 

【１ 中央卸売市場事業特別会計】 

 現委託先選定時は、それぞれ１社の

みが入札応募し、選定された状況であ

る。１社入札の原因等を適切に把握

し、本事業の委託先募集の際の要件や

設定条件等の適切性も照らし合わせ、

再考する機会にされたい。 

 

 

 現在、保守管理業務や衛生管理におい

ては、複数年、特定の事業者との契約が

継続している。このため、引き続き、固

定した委託仕様書の見直し、一般競争入

札の継続実施、再委託事業の見直しなど

入札による適切な業者選定に取り組んで

いる。〔措置済〕 

 

農林水産

部流通・

加工推進

課 

 

監査意見 

 

 

 

【１ 中央卸売市場事業特別会計】 

不用額が多額になった場合の原因の

適切な把握、ノウハウの蓄積を含め

て、当特別会計の予算組みや予算の執

行がより慎重に効率的に行われるよう

注意されたい。 

 

 

 現在、保守管理業務や衛生管理におい

ては、複数年、特定の事業者との契約が

継続している。このため、引き続き、固

定した委託仕様書の見直し、一般競争入

札の継続実施、再委託事業の見直しなど

入札による適切な業者選定に取り組んで

いる。〔措置済〕 

 

 

農林水産

部流通・

加工推進

課 

 

監査意見 

 

 

 

【４ 駐車場事業特別会計】 

 不用額が多額になった場合の原因の

適切な把握、ノウハウの蓄積を含め

て、当特別会計の予算組みや予算の執

行がより慎重に効率的に行われるよう

注意されたい。 

 

 

 当特別会計の支出項目は固定化してお

り、改修費用が金額的に突出しているこ

とに変わりはないが、より効率的な執行

に努めることとしている。〔措置済〕 

 

土木建築

部道路管

理課 

 

 

監査意見 

 

 

 

【５ 宜野湾港整備事業特別会計】 

 不用額が多額になった場合の原因の

適切な把握、ノウハウの蓄積を含め

て、当特別会計の予算組みや予算の執

行がより慎重に効率的に行われるよう

注意されたい。 

 

 不用額が多額となった原因は、入札不

調により事業の再精査等に時間を要した

ことで年度内完了が見込めなかったため

である。 

 今後は、予算積算の精査、不用額の他

業務への流用等適切な予算執行に努め

る。〔措置済〕 

 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 中城湾港管理運営費の需用費の金額

の入力ミスについて、一部データが二

重に入力されている可能性があり、

データ入力ミス等により決算の誤りを

誘発する危険性があるため、正確な

データ作成が望まれる。データ入力方

法とその照合の方法について検討され

たい。 

 

 

 本件について当課が作成した「令和４

年度の歳出の取引データ」は、全ての業

務を二重計上していた。 

今後は、資料提出前に複数人による確

認を行う等チェック体制を強化した。

〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

 

 本件について当課が作成した「令和４

 

土木建築



28 
 

 

 

特別会計】 

 中城湾港機能施設整備費の工事請負

費の金額の入力ミスについて、一部

データが二重に入力されている可能性

があり、データ入力ミス等により決算

の誤りを誘発する危険性があるため、

正確なデータ作成が望まれる。データ

入力方法とその照合の方法について検

討されたい。 

 

年度の歳出の取引データ」は、全ての業

務を二重計上していた。 

今後は、資料提出前に複数人による確

認を行う等チェック体制を強化した。

〔措置済〕 

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 見積書の取得を特定の業者から取得

するのではなく、できる限り多様な業

者から見積書を取得することが望まし

い。 

 

 当該業務について中城湾港新港地区付

近で対応できる業者は２者しか把握でき

ておらず、当該２者から見積書を取得し

ている。 

 今後も他に対応可能な者がないか情報

収集に努め、多様な業者から見積書を取

得するよう努める。〔措置済〕 

 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

 

【６ 中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計】 

 請求書に日付の記載がない場合、正

当性や取引時期が不明確となるため、

会計処理の正確性を保つことができな

い。よって、日付のない請求書に関し

ては、日付を入力した請求書との差し

替えをされたい。 

 

 

 当該請求書については、請求日の記載

がなくとも有効な請求書であると認めら

れることから、差し替えは実施していな

い。 

今後は日付の入力のある請求書を送付

させる取扱いとする。〔措置済（相違

分）〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査指摘 

 

 

【７ 中城湾港マリン・タウン特別会

計】 

 産業廃棄物の運搬、処理を伴う事業

を委託する場合、沖縄県が排出業者に

あたるかどうかは関係機関に確認し、

排出業者にあたる場合には、法令の定

める内容を記載した委託契約書を締結

しなければならない。 

 

 

 今後、産業廃棄物を処理する際には、

産業廃棄物処理法等に基づく委託契約書

を締結する。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

 

監査指摘 

 

 

【７ 中城湾港マリン・タウン特別会

計】 

 産業廃棄物の運搬、処理を伴う業務

を委託する場合、沖縄県が「排出事業

者」に当たるか否か関係機関に確認の

うえ、「排出事業者」に該当する場合

には、運搬を受託した者に対し、管理

票を交付しなければならない。 

 

 

今後、産業廃棄物を処理する際には、

産業廃棄物処理法等に基づき、管理票の

交付を行う。〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 
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監査指摘 

 

 

 

【７ 中城湾港マリン・タウン特別会

計】 

 産業廃棄物の運搬、処理を伴う業務

を委託する場合、沖縄県が「排出事業

者」に当たるか否か関係機関に確認の

うえ、「排出事業者」に該当する場合

には、受託者が産業廃棄物収集運搬業

者として許可を得た業者に運搬を委託

しなければならない。 

 

 

 今後、産業廃棄物を処理する際には、

産業廃棄物処理法等に基づき、許可され

た処分業者と契約を締結する。〔措置

済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【７ 中城湾港マリン・タウン特別会

計】 

 除草業務が二重に計上されている可

能性がある。データ入力ミスによる決

算の誤りを誘発する危険性があるた

め、正確なデータ作成が望まれる。

データ入力方法とその照合の方法につ

いて検討されたい。 

 

 

 本件について当課が作成した「令和４

年度の歳出の取引データ」は、除草業務

を二重計上していた。 

今後は、資料提出前に複数人による確

認を行う等チェック体制を強化した。

〔措置済〕 

 

土木建築

部港湾課 

  

 

監査意見 

 

 

【９ 母子父子寡婦福祉資金特別会

計】 

 石垣市から福祉事務所長へ資料の提

出がなされたのは、2021（令和３）年

７月12日であり、当該資料が作成され

たであろう日付から１年以上が経過し

ているのだから、その他の資料の提出

を求めずに審査がなされたのであれば

「貸付金の種類、金額及びその使途は

申請どおり適切であるか。」の審査が

適切になされているとは言いがたい。 

 

 

 意見を踏まえ、「貸付金の種類、金額

及びその使途は申請どおり適切である

か」を確認するために、申請時点での最

新の根拠資料や見積書を求めるなどの対

応を行うこととした。〔措置済〕 

 

こども未

来部女性

力・ダイ

バーシテ

ィ推進課 

  

 

監査指摘 

 

 

【10 林業・木材産業改善資金特別会

計】 

 在庫管理を行わずに、「林業・木材

産業改善資金のしおり（令和４年度

版）」を漫然と発注することは、公金

支出の方法として問題である。今後

は、在庫管理を行った上で、必要な部

数の発注を行うべきである。 

 

 

 在庫管理については、出先・市町村担

当等に必要数の聞き取りを行った上で配

布し、当課において急な配布に対応でき

るように予備として20部前後残るような

形で発注・管理している。〔措置済（相

違分）〕 

 

農林水産

部森林管

理課 

 

監査意見 

 

 

【15 下地島空港特別会計】 

 委託費の一般管理費率については、

あくまで「当初予算見積基準表」にあ

る“10/100以内”という比率が原則的

 

 今後発注する委託契約において一般管

理費率が10/100を超える場合には、特殊

要因が存在する点や、採用する一般管理

費算定方法が一般管理費率“10/100以内

 

土木建築

部空港課 
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な算定方法であり、これ以外の算定方

法を採用する場合には、特殊要因が存

在する点や、採用する一般管理費算定

方法が一般管理費率“10/100以内”よ

りも実績や実情を踏まえると合理的で

ある点を文書化した上で、予定価格積

算資料に添付することを検討された

い。 

 

”よりも実績や実情を踏まえると合理的

である点を文書化した上で、予定価格積

算資料に添付することとする。〔措置

済〕 

 

監査意見 

 

 

【15 下地島空港特別会計】 

 当該業務の委託先は、複数年に渡っ

て継続して県からの業務を受託してい

る事業者であるものの、無用なリスク

を回避する観点から、業務委託契約書

に反社会的勢力を排除する条項を全て

の契約書へ記載するべきである。 

 

 

 全ての契約書へ、反社会的勢力を排除

する条項を記載したところである。今後

締結する全ての契約書についても、同様

に記載する。〔措置済〕 

 

土木建築

部空港課 

  

 

監査意見 

 

 

【18 公債管理特別会計】 

 沖縄県の実質公債費率は過去５年間

で7.1％～8.4％で推移しており、早期

健全化基準の25％を下回っている。今

後も引き続き健全な財政運営に努めて

いただきたい。 

 

 

引き続き、将来負担の軽減を図る観点

から、県債発行に当たっては、事業の必

要性や効果等を勘案しながら適切に対応

していく。〔措置済〕 

 

 

総務部財

政課 

 

 

【用語の定義】 

 監査指摘……………法令に違反し、又は著しく適切を欠くと判断され、これに係る事項について改善を求

めるとされたもの 

 

 監査意見……………組織及び運営の合理化に資する観点等から、改善が望まれるとされたもの 

 

 措置済………………包括外部監査人から「監査の結果」や「意見」として改善を求められた事項につい

て、県としてどのように取り扱うかの判断（意思決定）を行った状態にあること又は 

当該判断に基づき必要な手続をとった状態若しくは必要な事務を処理した状態にある 

こと。 

 

 措置済（相違分）…措置済のうち、包括外部監査人が改善を求める意図、趣旨又は目的内容を明らかにし 

          たうえで、その求めに応ずることによる行政上の支障若しくは弊害又は問題点を比較 

          考慮し、当該事項の取扱いについて行政上の意思決定を行うことを含むものとする  

          こと。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県総務部総務私学課 
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電話番号　098-866-2074




